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２　進め方（ワークシート活用例）

　児童憲章前文では、児童は人として尊ばれること、社会の一員として重んぜられること、よい環
境の中で育てられることが記されています。しかしながら、いじめや虐待、体罰など子どもの人権
を侵害する事件が発生しています。
　ここでは、子どもの人権問題としていじめ問題について考えます。語り合いを通していじめ問題の
解決に向けて、学校と協力して地域や家庭でできることを考えましょう。

３　資料　「ストップいじめアクションプラン」（滋賀県教育委員会）より
★保護者のアクション
　①自分の子どもの声をじっくり聴く！！
　②自分の子を見守り、理解し、支える！！
　③いいことはいい、ダメなことはダメとしっかり伝える！！
　④子どもが生活の主体者になれる場を見つけ、体験をさせる！！
　⑤規則正しい生活習慣づくりに努める！！
　⑥学校と一緒に動き、協力して解決にあたる！！
　⑦地域で子育てを支えあう、ＰＴＡ活動を促進する！！

★地域のアクション
　①地域における子どもを支えるコミュニティを形成し、多くの 
　　目で子どもを見守る！！
　②地域の中で子ども達の居場所・活動機会づくりを行い、地
　　域行事に子どもを参加させる！！
　③子どもが大切にされ、子どもを支えることができる地域づ
　　くりを進める！！
　④学校との緊密な連携を図る！！

　高齢社会が急速に進む中、誰もが住み慣れた地域において生きがいを持ち、安心して暮らせる
社会の実現が求められています。しかしながら、身体的な機能の低下や認知症などの病気になると
支援が必要になってくる場合があります。
　このような中で、共に支え合って高齢者を支援し、誰もが住み慣れた地域でいきいきと暮らすた
めに地域でできることを考えましょう。

Ⅱ-3　高齢者の人権問題Ⅱ-2　子どもの人権問題

１  イラストを見て、参加者の率直な意見を聞いてみましょう。
２  それぞれの子どもの気持ちについて考えてみましょう。
　 ★視点１　いじめ問題を考えるとき、いじめられている子どもに責任はありません。いじめている 
　　　　　　 子どもも、いついじめを受ける側になるかわかりません。
　　　　　　 いじめは、軽微なことがきっかけとなってエスカレートし、深刻化します。また、大人
　　　　　　 や先生が見てないところでほとんどのいじめが発生しています。そこで、イラストのよ  
　　　　　　 うな状況をささいなこととして見逃さず、それぞれの子どもの気持ちを考えます。

３  資料①、②を参考にして、地域で子どもに関心を持つことの大切さを考えてみましょう。
　 ★視点２　地域でのいじめ発見が少なく（資料①）、いじめの相談について地域では相談されてい 
　　　　　　 ない（資料②）という事実を踏まえて、地域で子どもを見守ることができているか話し合
　　　　　　 います。 登下校時の見守り活動などを行っている地域は、その経験も出し合います。　

• 資料③を参考にして、地域での子どもの様子について出し合ってみましょう。その 
　 中で気になる様子などがあれば話し合ってみましょう。
　  ★視点３　資料③は、地域で子どもを見守る場合のチェック項目として使うことができます。

Ⅰ

Ⅱ
• 地域や家庭で子どもをいじめから守り、健全に育てるためにできることを話し合い 
　 ましょう。
　  ★視点４   子どもが地域行事（祭りや運動会など）にどのように参加しているかを出し合います。　
　　　　　　 また、スポーツ少年団などの取組がある場合、指導者にもいじめについて理解を深め
　　　　　　 てもらうよう働きかけます。
　  ★視点５　子どもの様子について各家庭で気をつけていることを出し合いましょう。いじめは、学 
　　　　　　 校だけではなくケータイやスマホ（スマートフォン）を通じて行われていることもあります。
　　　　　　 子どもがケータイなどでどのようなサイトにアクセスし、どんなやりとりをしているのか
　　　　　　 話を聞くことも大切です。
　  ★視点６　いじめや虐待、体罰などが疑われる場合は、学校や行政に相談・連絡するように伝 
　　　　　　 えます。また、子育ての中で保護者も悩んでいると感じた場合は、相談窓口を紹介し
　　　　　　 ます。　
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4　より深く学ぶために（資料）
　  「ストップいじめアクションプラン」平成25年10月改訂（滋賀県教育委員会）
　  「生徒指導 leaf」VOL4,7,8,9,10,11（文部科学省）http://www.nier.go.jp/shido/leaf

3　より深く学ぶために（資料）
　　　「知りたいことがＱ＆Ａでわかるみんなで学ぶ認知症の本」　（東京法規出版）
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１  イラストの会話を参考にして、参加者の率直な意見を聞いてみましょう。
２  資料①を参考にして、高齢者に関わる様々なケースについて考えてみましょう。参
　 加者の関心の高い問題（介護や虐待問題等）を中心に話を進めましょう。
　 ★視点１　
　  ●介　護　介護される人の病気や身体症状を正しく理解するとともに、プライバシーの保護に配
　　　　　　  慮し、相手の気持ちを大切にして介護をしましょう。また、介護者の人権にも留意し 
　　　　　　  ましょう。一人で介護している場合など、介護者が精神的に追い込まれる場合もあり
　　　　　　  ます。介護者が相談できる窓口などを紹介（相談窓口一覧へ）するとともに、地域で
　　　　　　  介護者を支援する取組を考えましょう。
　　●虐　待　高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（以下法）第7条 
　　　　　　  １項では、「養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、 当
　　　　　　　該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町
　　　　　  　村に通報しなければならない」とされています（通報義務）。また、高齢者の生命又は
　　　　　　　身体に重大な危険が生じていない場合でも、「速やかに市町村に通報するよう努めな
　　　　　　 ければならない」（法第７条２項）とされています（通報努力義務）。なお、法第8条  
　　　　　　　では、通報等を受理した職員は、通報等をした者を特定させるものを漏らしてはなら 
　　　　　　  ないとされており、通報者に関する情報が漏れることはありません。このように、虐
　　　　　　  待を受けたと「思われる」高齢者を発見した場合、虐待が行われていることが確定的
　　　　　　  でなくても通報すべきとされており、早期発見によって深刻な事態を回避することが
　　　　　　  大切です。
　  ●認知症　認知症のもの忘れは、経験した出来事をまるごと忘れるのが特徴的です。たとえば、
　　　　　　  「今日の昼ごはん何を食べたっけ？」ではなく、「今日は昼ごはんを食べてない」という
　　　　　　  ものです。頻回に人との約束を忘れたり、人と会うのがおっくうになることから日常
　　　　　　  生活に支障をきたすのが認知症です。まずは、認知症という病気を正しく理解し、地
　　　　　　  域全体で見守ることができるような取組が求められています。
　  ●就　職　高齢者の就職は難しいといわれています。高齢者は柔軟性に欠ける、協調性にかけ
　　　　　　  るといった先入観はないか考えてみましょう。

１  資料②を参考にして、高齢期に取り組みたい活動について意見を聞いてみましょう。
２  また、高齢者の困りごとにはどのようなものがあるかを考えてみましょう。
　 ★視点２　 高齢になっても仕事を持ったり、社会活動に参加したいと考えている人は多くいます
　　　　　　  （資料②）。そのような活動をするのに高齢者にはどのような困りごとがあるのか考え、
　　　　　　  支援につなげていきます。
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１  まず資料③を参考にし、高齢化の進行状況を確認しましょう。
２  高齢化が進む中、地域でどのような支援が求められているか、地域で取り組んで
　 いること、更にできることについて語り合いましょう。
　  ★視点３　 地域によっては既に様々な取組が行われている事例があります。成功例や失敗例、　
　　　　　　  現在の課題などについて話し合います。
　  ★視点４　 高齢者虐待などが疑われる場合は、市町の窓口（地域包括支援センターなど）に連絡
　　　　        するように伝えます。また、介護等に悩んでいると感じた場合は、相談窓口を紹介し
　　　　　     ます。
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